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第１条 共通仕様書の適用 

    本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「設計業務等共通仕様書」

によるほか、特記仕様書に基づき実施しなければならない。 

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。 

 

第２条 履行期間 

    契約締結の翌日から令和６年７月 26 日まで 

 

第３条 照査技術者 

    本業務では、照査技術者を配置すること。 

 

第４条 業務の概要 

  １．業務箇所   旧第一大成小学校跡地、幼児ことばの教室跡地  

(弘前市駅前三丁目)、敷地面積 約 1.67ha 

２．業務内容   広場基本設計 一式（第９条のとおり） 

 

第５条 業務計画書 

    本業務における業務計画書は、当初打合せ後速やかに提出するものとする。 

 

第６条 打合せ等 

    着手時、業務の主要な区切り及び完了時とする。 

    ※打合せ等の回数については、本プロポーザルの最優秀者からの提案内容を

基に、随意契約に係る協議により決定する。 

 

第７条 資料等の貸与 

    貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。 

    令和２年度弘前市立病院・旧第一大成小学校跡地活用基本構想策定支援業務 報告書  

令和４年度旧第一大成小学校跡地測量業務 報告書                  

令和４年度旧弘前市立病院改修工事設計業務成果品（基本設計説明書・基本設計図書）        

令和４年度に実施したワークショップ、アンケート、市民等懇談会の意見       

 

第８条 参考資料 

    特記仕様書の他に提示する参考資料は、見積もりに対しての一資料であり、

委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意すること。 

 

第９条 委託業務内容 

    業務内容は、以下のとおりとする。 

     １）基本設計 

     ２）鳥瞰図又は透視図作成（Ａ３サイズ１枚） 

     ３）関連機関との協議用資料作成 
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     ４）ワークショップの開催 

     ※業務内容については、都市公園法に定める近隣公園を想定すること。 

     ※業務内容については、本プロポーザルの最優秀者からの提案内容をもと

に、随意契約に係る協議により決定する。 

                           

第 10 条 成果品の提出 

  １．成果品は共通仕様書で定める他、次のものを提出すること。 

     １）報告書  ２部（図面、現地写真集含む） 

     ２）電子データ 1 式 

※ 図面データの保存形式はＰＤＦ及びＰ２１形式とする。 

  ２．製本方法は製本サイズＡ４版とする。 


